
令和８年２月１２日 

回 答 書 

 

 

世田谷区  

 

世田谷区立玉川小学校改築に伴う整備方針策定支援業務委託に係る事業者選定プロ

ポーザルの関連書類に関する質問に下記のとおり回答いたします。 

 

 

No 質 問 事 項 回     答 

１ 【説明書/P2/4.参加資格(7)】 ①に新

築または改築にかかる設計業務を完了

した者とあります。設計業務とは、基

本計画、基本設計、実施設計の内、何

れかの設計業務が完了していれば参加

資格に該当すると理解してよろしいで

すか。  

基本設計・実施設計の何れか、ま

たはその両方の業務が完了してい

れば、参加資格に該当します。 

２ 【 説 明 書 /P3/5. 業 務 実 施 上 の 条 件

(1)】 管理技術者は、4.参加資格(7)①

の業務を完了した実績を有する者とあ

ります。設計業務とは、基本計画、基

本設計、実施設計の内、何れかの設計

業務が完了していれば参加資格に該当

すると理解してよろしいですか。 

No.1 をご参照ください。 

３ 【説明書/P7/12.2 次提案書作成要領

(3)】 2 次提案にかかる書類につい

て、各項目ごとの評価配点は開示頂け

ますか。 

開示いたしません。 

４ 【説明書/P7/12.2 次提案書作成要領

(2)】 1.整備手法の提案や比較の中

で、1 案で網羅的に提案することが難

しい場合は、複数案提示することも可

とあります。その場合、様式 8 は別案

として A3 版が 2 枚以上としてまとめ

ても可能と理解してよろしいですか。 

様式８（２次提案書）は１枚にま

とめてください。設計提案を求め

るものではありませんので、図面

を載せる場合は簡略化した状態に

する等にてご対応願います。 



No 質 問 事 項 回     答 

５ 【説明書/P7/12.2 次提案書作成要領

(3)】 ④参考見積書(整備方針用)につ

いては、説明書別紙 4 の仕様書(案)を

参考にして作成すると理解してよろし

いですか。 

お見込みのとおりです。 

６ 【説明書/P7/12.2 次提案書作成要領

(3)】  欄外に様式 7(A4 版 )と様式

8(A3 版)については、配布する様式以

外の用紙を使用してもよいとありま

す。 配布データはワードになります

が、パワーポイント等の別データで作

成しても可能との理解でよろしいです

か。 

よろしいです。No.82 もあわせて

ご確認ください。 

７ 【説明書別紙 6/7.貸与資料】 (2)玉川

小学校現校舎の計画通知等とあります

が、構造計算書を含めた、副本一式が

現存すると理解してよろしいですか。 

本委託受託者に情報提供いたしま

す。 

８ 【説明書別紙 4/説明書別紙 6】 整備

方針策定支援及び基本構想案等作成支

援業務において、石綿含有分析調査は

不要との理解でよろしいですか。 

お見込みのとおりです。 

９ 【説明書/P1/1.背景と目的】 本プロ

ポーザルは、整備方針策定にあたり、

よりよい検討手法や進め方等の提案で

あり、具体的な配置計画、平面計画、

ローリング計画等の提案ではないと理

解してよろしいですか。 

配置計画等の提案を妨げるもので

はありませんが、提案課題の本旨

はお見込みのとおりです。 

１０ 【説明書/P3/5.業務実施上の条件

(2)】 本業務を担当する各分野の主任

技術者について、協力会社(参加事業者

以外の会社)に所属するものを担当者と

することは可能でしょうか。 

可能ですが、本委託にあたっては

当該技術者の配置を前提として審

査を行うため、正当な理由なく主

任技術者の変更が行われることの

ないようにご留意ください。 



No 質 問 事 項 回     答 

１１ 【説明書/P7/12.2 次提案書作成要領

(2)】 2.事業スケジュールとコスト縮

減の提案の中で、想定される事業コス

トを算出しとありますが、具体的な事

業コスト(工事費、設計費、監理費)を

提示するとの理解でよろしいですか。 

具体的なコストの提示等を妨げる

ものではありませんが、提案課題

の本旨はスケジュール短縮・コス

ト縮減の方法について、どのよう

に考えているかにあることをご留

意ください。 

１２ 【説明書/P7/12.2 次提案書作成要領

(2)】 2.事業スケジュールとコスト縮

減の提案は、スケジュール短縮、建設

コスト縮減、維持管理コスト低減につ

いての検討手法が主であると考えま

す。想定する事業コスト(工事費、設計

費、監理費)の金額が、評価配点にも影

響するとの理解でよろしいですか。 

直接的に影響するものではありま

せん。 

１３ 

【説明書/P7/12.2 次提案書作成要領

(3)】 2 次提案書の様式 7 及び様式 8

について、記載する文字サイズ(ポイン

ト)に指定があればご教示願います。 

１２ポイント以上を原則としてく

ださい。図中の注記等のサイズに

ついては自由といたしますが、審

査において紙面にて確認する場合 

がありますので、ご留意くださ

い。 

１４ 

整備後の必要諸室リストがあればご提

示願います。 

説明書 p9 参考資料に記載の学校

改築ガイドラインをご参照くださ

い。詳細な想定面積は関係所管と

の調整によります。 

１５ 既存建物(校舎、屋内運動場、特別教室

棟)の平面図を借用することは可能でし

ょうか。 

可能です。「参加希望届出書」をご

提出いただいた事業者様に、資料

提供申請書をお送りします。 

１６ 

説明書 ２（5)③イ  当業務に直接関

連する業務の随意契約締結の予定とあ

りますが、随意契約時に本プロポーザ

ルで記載した技術者の変更は可能でし

ょうか。 

業務の履行開始後は提案時に提出

した予定配置者は原則として変更

できないものとします。やむを得

ない理由により変更を余儀なくさ

れた場合（病休、死亡、退職、業

務体制の再構築等）には、同等以

上の資格・スキルを持つ者を配置

することを条件として区と協議す

ることとします。 



No 質 問 事 項 回     答 

１７ 説明書 1１（２）⑤イ 業務実績に公

立小・中学校とありますが、公立の特

別支援学校の小学部・中学部も含まれ

ると考えてよろしいでしょうか。 

本プロポーザルにおいては公立

小・中学校及び公立義務教育学校

の実績を記載してください。 

１８ 説明書 1１（２）⑤ウ 実績の確認資

料について、PUBDIS 登録内容確認書

としてもよろしいでしょうか。 

実績を確認できる資料であれば、

PUBDIS で問題ありません。 

１９ 説明書 12（3）②③ 様式 7 と様式 

8 について、文字のフォントサイズの

指定があればお教えください。 

No.13 をご参照ください。 

２０ 既存建物の各階の平面図や階高の分か

る立面図•断面図等の資料の提供は可

能でしょうか。 

No.15 をご参照ください。 

２１ 必要諸室の面積表がありましたら、お

教えください。 

No.14 をご参照ください。 

２２ 説明書別紙３ 既存校舎等が日影が既

存不適格ですが、法 56 条の 2 の許

可は取得されていますか。 

本委託受託者に情報提供いたしま

す。 

２３ 特別教室棟に入っている教室名を確認

したいため、施設台帳にて各階の平面

図をご提示下さい。 

No.15 をご参照ください。 

２４ 体育館の最高高さを把握したいため、

体育館の立面図もしくは断面図をご提

示下さい。 

No.15 をご参照ください。 

２５ 改築後の必要諸室面積表がありました

らご提示下さい。もしくは、普通教室

の計画室数は 21 学級と考えてよろし

いでしょうか、ご教示下さい。 

No.14 をご参照ください。学級数

は２４学級を想定してください。 



No 質 問 事 項 回     答 

２６ 提出書類がすべて LoGo フォームでの

提出となりますが、複数の部数での提

出の場合、参加希望届出書（様式 1）

正副 1 部、提案書提出届（様式 2）正

副 1 部、2 次提案書提出届（様式 6）

正副 1 部、業務実施方針（様式 7）6

部、2 次提案書（様式 8）6 部となっ

ております。電子データ（PDF）で提

出の場合、それぞれの部数分を用意し

て提出するのか、1 部でよいのか、ご

教示ください。  

「正副１部」と記載されている資

料については、押印した正本１部

の PDF データを提出してくださ

い。副本データは不要です。 

様式７及び様式８についてはデー

タ１式（１部）の提出でお願いい

たします。 

２７ 体育館は工事中において近隣施設の利

用が可能と考えてよろしいでしょう

か。 

近隣施設の利用ができない想定と

してください。 

２８ 敷地境界および周辺の高低差のわかる

測量図等がありましたらご教示くださ

い。 

No.15 をご参照ください。 

２９ 既存建物の平面図や各階の階高の分か

る立面図・断面図等の資料の提供は可

能でしょうか。 

No.20 をご参照ください。 

３０ 

改築に際してプールを自校整備しない

方針などがありましたら、ご教示くだ

さい。  

説明書 p9 参考資料に記載の「世

田谷区立小学校プール施設のあり

方の検討について」リンク内の

「区立学校のプール施設整備と水

泳授業等のあり方について」にそ

って、本委託において検討しま

す。 

３１ 
参加希望届出書を提出した後に参加辞

退することは可能でしょうか。  

可能です。辞退の際は事務局へご

連絡のうえ、専用の様式の提出を

お願いいたします。 

３２ 必要諸室は区の学校改築ガイドライン

(２)各室標準面積(p19~p20)に記載の

諸室と面積で考えてよろしいでしょう

か。  

標準面積についてはお見込みのと

おりですが、詳細な想定面積は関

係所管との調整によります。 



No 質 問 事 項 回     答 

３３ 上記の質問で、学校改築ガイドライン

の諸室と面積が必要諸室となる場合、

下記についてご教示ください。 

・必要な学級数  

・すまいるルームは巡回校か拠点校の

どちらか。  

・職員数  

・新 BOP 児童数 

学級数については No.25 をご参照

ください。その他は本委託受託者

に情報提供いたします。 

３４ 【プロポーザル説明書  2.業務概要 

③その他 ウ について】 

「契約業務の履行状況によっては、基

本設計業務委託、実施設計業務委託、

工事監理業務委託についても随意契約

を行う予定がある」とありますが、各

業務委託期間の想定がありましたらご

教示ください。 

計画進度によるため、現時点での

ご提示が難しい状況です。 

３５ 【プロポーザル説明書 8.審査方法及

び評価項目（3）について 】 

「1 次提案との総合で」選定を行うと

ありますが、審査を行う上での配点等

の設定はあるでしょうか。 

配点の設定はございます。あわせ

て No.3 をご参照ください。 

３６ 【プロポーザル説明書 8.審査方法及

び評価項目（2）（3）、及び 12.2 次提

案書作成要領（3）について】 

評価項目に参考見積書は含まれており

ませんが、見積書は評価の対象外と考

えてよろしいでしょうか。また、各評

価項目の審査を行う上での配点等の設

定はあるでしょうか。 

見積書の評価についてはお見込み

のとおりですが、提案限度額を超

過するものについては失格となり

ます。後段は No.35 をご参照くだ

さい。 

３７ 【プロポーザル説明書 10. 参加希望

届出書作成要領 ①参加希望届出書(様

式１)について】 

記載・押印する届出者の代表者・代表

者印は、東京電子自治体共同運営サー

ビスの入札参加資格審査受付票に記載

されている代理人名・代理人印での提

出で宜しいでしょうか。 

よろしいです。 



No 質 問 事 項 回     答 

３８ 【プロポーザル説明書 11.１次提案

書作成要領 ①提案書提出届(様式２)

について】 

「注意事項①本様式に、必要事項を記

入し、代表者印を必ず押印してくださ

い。（代表者印のみ有効。代理者等印

不可）」 

 とございますが、参加希望届出書と

同じく、記載する届出者の代表者・代

表者印は、東京電子自治体共同運営サ

ービスの入札参加資格審査受付票に記

載されている代理人名・代理人印での

提出で宜しいでしょうか。 

No.37 をご参照ください。 

３９ 【プロポーザル説明書 11.１次提案

書作成要領 （２）1 次提案書の各書

類の記入要領及び注意事項②様式３

（事業者概要・体制等）及び⑤様式

４、様式５の各業務実績について】 

記載内容の確認資料として、TECRIS

登録内容確認書を添付とございます

が、TECRIS を PUBDIS と読み替え、

PUBDIS 業務カルテでの提出も可と認

識して宜しいでしょうか。 

実績を確認できる書類であれば、

よろしいです。 

４０ 【プロポーザル説明書 11. １次提

案書作成要領 及び 12. 2 次提案

書作成要領 について】 

提案書の綴じ方についてご指定等はご

ざいますか。 

指定はございません。 

４１ 【プロポーザル説明書 12. 2 次提

案書作成要領 について】 

業務実施方針、2 次提案書共に文字サ

イズの指定があればご教示下さい。ま

た説明図中の文字サイズは適宜設定可

と考えて宜しいでしょうか。 

No.13 をご参照ください。 



No 質 問 事 項 回     答 

４２ 【プロポーザル説明書 12. 2 次提

案書作成要領 について】 

実施方針書、提案書共に写真（業務実

績など）は掲載可との認識で宜しいで

しょうか。 

比較的容易に貴社名の特定につな

がるため、使用しないでくださ

い。 

４３ 【プロポーザル説明書 12. 2 次提

案書作成要領 について】 

新校舎の竣工時期、仮設校舎の竣工時

期等、事業スケジュール上の守らなけ

ればならない期日があればご教示下さ

い。 

今後の検討事項です。 

 

４４ 【説明書別紙 3 建物概要について】 

整備する学校の必要諸室リストがあれ

ばご提示ください。 

No.14 をご参照ください。 

４５ 【説明書別紙 3 建物概要について】 

地域開放諸室の想定があればご教示く

ださい。 

No.14 をご参照ください。 

４６ 【説明書別紙５環境 A～E まで机上検

証結果について】 

校舎については長寿命化、改修、解

体・改築の検証がされていますが、明

記のない建屋、遊具（コンクリート山

等）については検証、及び残す必要が

あるもの（樹木を含む）はあるでしょ

うか。 

現時点で残置や移設等が決定して

いるものはありません。 

４７ 【説明書別紙 6「仕様書」 6.委託内

容（6） について】 

児童ワークショップの想定実施回数は

ございますか 

実施内容によるため、今後の検討

事項です。 

４８ 【提供図面について】 

提供頂いている図面の他に、下記の資

料の提供は可能でしょうか。 

①敷地の地盤レベル、樹木配置のわか

る配置図 

②既存建物の面積、プランのわかる平

面図 

③各階の階高がわかる立面図・断面図 

No.15、No.20 をご参照くださ

い。 



No 質 問 事 項 回     答 

４９ プロポーザル説明書 P7 「世田谷区が

これまでに検討した整備方針案を踏ま

え」と記載があります。説明書別紙５

がそれに該当するという認識でよろし

いでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

５０ 整備後に必要な必要諸室や面積一覧が

分かる資料のご提供をお願いいたしま

す。  

No.14 をご参照ください。 

５１ 説 明 書 別 紙 ４  計 画 建 物 の 規 模 約

9,005 ㎡とありますが、机上検証結果

における改修対象の屋内運動場、長寿

命化対象の特別教室棟を除いた面積と

いう理解でよろしいでしょうか。  

改築の対象でない建物の面積を含

みます。 

５２ 
整備後に必要な普通教室数および特別

支援関連諸室数をご教示ください。  

普通教室については No.25 をご参

照ください。特別支援関連諸室数

は関係所管との調整によります。 

５３ 敷地レベル及び周辺道路レベルがわか

る測量図、既存樹木の位置がわかる測

量図等、資料のご提供をお願いいたし

ます。 

No.15 をご参照ください。 

５４ 既存校舎の各階の階高が分かる立面図

や断面図等、資料のご提供をお願いい

たします。 

No.15、No.20 をご参照くださ

い。 

 

５５ 既存校舎の各室用途が分かる平面図

等、資料のご提供をお願いいたしま

す。 

NO.15 をご参照ください。 

５６ 既存擁壁の断面が分かる資料のご提供

をお願いいたします。  現時点でのご

提供が不可の場合、受託後には貸与い

ただけるものと理解してよろしいでし

ょうか。  

既存擁壁の断面が分かる資料はご

ざいません。 

５７ 既存図面について、竣工図の有無、更

新履歴（改修時の追記の有無）、CAD

データの形式（DWG/JWW/PDF）を

ご教示ください。  

件名等を一覧にした資料を貸し出

します。貸し出し方法については

No.15 をご参照ください。図面は

本委託受託時に提供いたします。 



No 質 問 事 項 回     答 

５８ 業務実施方針（様式 7） と 2 次提案

書（様式 8）について、文字のフォン

トサイズの指定があればご教示願いま

す。また説明図中の文字サイズについ

ては自由で宜しいでしょうか。  

No.13 をご参照ください。  

５９ 
２次提案課題 ２．事業スケジュール

とコスト低減等に関する提案 に「事

業コストを算出し」と記載があります

が、具体的な事業コストを示す必要が

あるということでしょうか。  

具体的なコストの提示等を妨げる

ものではありませんが、提案課題

の本旨はスケジュール短縮・コス

ト縮減の方法について、どのよう

に考えているかにあることをご留

意ください。 

６０ 1 次審査の評価項目ごとの採点をご教

示ください。 

No.3 をご参照ください。 

６１ 2 次審査の評価項目ごとの採点をご教

示ください。  

No.3 をご参照ください。 

６２ 説明書別紙５ 校庭平置きプールを改

修とありますが、想定されている改修

内容をご教示ください。現在使用して

いないとのことですが、今回改築工事

に際し改修を前提とし、解体する可能

性はないと考えてよろしいでしょう

か。  

説明書 p9 参考資料に記載の「世

田谷区立小学校プール施設のあり

方の検討について」リンク内の

「区立学校のプール施設整備と水

泳授業等のあり方について」にそ

って、整備方針を策定いたしま

す。 

６３ 保存樹木・移植方針（伐採可否、代替

植栽の基準、樹木医の関与要否）の方

針が決まっている場合は、ご教示くだ

さい。  

現時点で保存や移植等が決定して

いる樹木はありません。 

６４ 

既存校舎の耐震診断・補強履歴（ Is

値、補強内容、実施年度）の有無と資

料貸与の可否をご教示ください。  

教室特別教室棟、管理教室棟、教

室棟、特別教室棟については、評

定書等がございます。詳細につい

ては本委託の受託者に情報提供及

び資料の貸与を行います。 

６５ 工 事 中 の 校 庭 ・ 体 育 館 の 使 用 制 限

（例：体育授業の代替、地域開放の扱

い）について前提条件があればご教示

ください。  

校庭、体育館ともに近隣施設の利

用ができない想定としてくださ

い。 



No 質 問 事 項 回     答 

６６ 屋内運動場に関し、仕様書別紙３：調

査範囲図には「長寿命化」、説明書別

紙５には「改修」と表現が異なります

が、書き分けている意図はございます

でしょうか。 

改築事業中に長寿命化対象となる

ため、屋内運動場については「改

修」を「長寿命化」と読み替えて

ください。 

６７ 既存建物の各階平面図・立面図・断面

図をご提示ください。 

No.15、No.20 をご参照くださ

い。 

６８ 改築後の必要諸室面積表をご提示くだ

さい。 

No.14 をご参照ください。 

６９ 敷地内外のレベル差が分かる資料をご

提示ください。 

No.28 をご参照ください。 

７０ 既存校舎の各階平面図をご提示くださ

い  

No.15 をご参照ください。 

７１ 敷地及び周囲の高低差がわかる資料を

ご提示ください。  

No.28 をご参照ください。 

７２ 「説明書別紙 5」における、②特別教

室棟、㉕屋内運動場の断面図等、既存

建物の高さ関係（各階高さ共）がわか

る資料をご提示下さい。 

No.2０をご参照ください。 

７３ 「説明書別紙 4」6 の（2）におい

て、「擁壁健全度調査」業務には、安

定性の検討及び対策工の検討は含まれ

ないと考えて宜しいでしょうか。 

含まれます。 

７４ 校庭や校舎周囲の既存樹木や既存遊具

のうち、残置または移設など必要なも

のがあればご教示ください。 

現時点で残置や移設等が決定して

いるものはありません。 

７５ 9.手続き等  

参加希望届出書・提案書提出方法：

LoGo フォームで提出したデータの紙

原本について、別途提出は不要という

理解でよろしいか。その場合、提出部

数における「正副」の副とは何をさす

か。 

紙原本の提出は不要です。正副に

ついては No.26 をご参照くださ

い。 

 

７６ 9.手続き等  

正副で紙原本が提出必要な場合に、

A3 資料の折り方や綴じ方について指

定はありますか。 

紙原本の提出は不要です。 



No 質 問 事 項 回     答 

７７ 11.1 次提案書作成要領について 

様 式 3 （ 事 業 者 概 要 ・ 体 制 等 ）：

TECRIS 登録が無い場合の記載内容証

明書類として、管理技術者・各主任技

術者の保有資格に関する免許写しの提

出で良いか。  

よろしいです。 

７８ 11.1 次提案書作成要領について 

様 式 3 （ 事 業 者 概 要 ・ 体 制 等 ）：

TECRIS 登録が無い場合の記載内容証

明書類として、資格保有技術者の数を

証する書類の添付は必要か。必要な場

合に認められる書類の例をご教示いた

だきたい。  

様式３「３．事業者（事務所）の

体制（技術職員数・資格）」につい

ては、その数を証する書類の添付

は不要です。 

７９ 11.1 次提案書作成要領について 

様式 4、様式 5 の各業務実績について

（ア）：設計業務は、基本設計業務の

み、実施設計業務のみの完了でも実績

として認められるか。 

No.1 をご参照ください。 

８０ 11.1 次提案書作成要領について 

様式 4、様式 5 の各業務実績について

（イ）：小中学部を持つ特別支援学校

の設計業務は実績として認められる

か。 

本プロポーザルにおいては公立

小・中学校及び公立義務教育学校

の実績を記載してください。 

８１ 11.1 次提案書作成要領について 

様式 4、様式 5 の各業務実績について

（ウ）：TECRIS 登録が無い場合の記

載内容証明書類として、PUBDIS の業

務実績情報または業務カルテの添付で

も良いか。  

実績を確認できる資料であれば、

PUBDIS で問題ありません。 

８２ 11.1 次提案書作成要領について 

提出様式全般について：外枠、罫線、

四周の余白は適宜調整してもよいか。 

よろしいです。 



No 質 問 事 項 回     答 

８３ 11.1 次提案書作成要領について 

2 次提案書の様式 7 と様式８に関して

本文および図中文字に関してフォント

サイズの下限はありますか。表の文字

や注記も対象になりますか。特にない

場合は、一般的に読み取れるサイズと

考えてよろしいでしょうか。  

No.13 をご参照ください。  

８４ 12.2 次提案書作成要領  

参考見積書（整備方針用）の提案限度

額内での見積金額の多寡は事業者選定

や採点に影響があるか。 

No.36 をご参照ください。 

８５ 12.2 次提案書作成要領  

参考見積書（基本構想用）の見積金額

の多寡は事業者選定や採点に影響があ

るか。 

影響はありませんが、ご提示の金

額での契約を保証するものではあ

りません。 

８６ 仕様書別紙 3 擁壁調査範囲について  

①～⑥まで既存擁壁の情報がございま

すが、この既存擁壁について、それぞ

れ現段階で劣化状況や解体が予定され

ているものがあればお教えください。

また、現状でそれぞれの擁壁に関して

区側の方針がございましたらお教えく

ださい。  

当該擁壁調査を以て劣化状況を確

認します。擁壁として不適格があ

れば、是正します。調査結果で不

健全となれば、健全化のための措

置が必要となります。No.73 をご

参照ください。 

８７ 仕様書別紙 3 擁壁調査範囲について  

既存擁壁について、過去の点検記録、

補修履歴、漏水や変状の記録があれば

提供いただけますか。また既存擁壁に

対してすでに行っているその他調査資

料等を開示いただける場合は共有くだ

さい。  

現時点でございません。 

 

８８ 

仕様書別紙 3 擁壁調査範囲について  

既存長寿命化を検討されている特別教

室棟と屋内運動場のコア抜きやはつり

調査等の調査結果を開示いただける場

合は共有ください。 

特別教室棟のコア抜きの結果はご

ざいます。本委託受託者に情報提

供いたします。 

以下については未実施です。 

特別教室棟…はつり(中性化調査) 

屋内運動場…コア抜き(強度)、は

つり共 



No 質 問 事 項 回     答 

８９ 仕様書別紙 3 擁壁調査範囲について  

今回対象となっていない既存擁壁等に

ついては、調査や更新を想定されてい

ますでしょうか。  

本委託の対象となっていない既存

擁壁についても、本改築事業にお

いて必要に応じて調査、補強及び

更新等を想定しています。 

９０ 説明書別紙 3 建物概要  

既存の利用状況について、現地見学の

短時間ではすべてを把握はできなかっ

たため、既存図などに現在の利用用途

等を各室に記載いただいたものはいた

だけますでしょうか。  

No.15 をご参照ください。 

９１ 説明書別紙 3 建物概要  

既存施設で建て替えでは、計画を行わ

ない諸室などがすでにあればお教えく

ださい。 

No.14 をご参照ください。 

９２ 説明書別紙 3 建物概要  

駐車台数や駐輪台数の想定はあります

か。現況台数でも良いので提示可能で

すか。  

現況は空きスペースを活用してい

ます。想定台数は今後の検討事項

です。 

９３ 説明書別紙 3 建物概要  

当該敷地は 4 カ所の敷地出入口がござ

いますが、それぞれの利用内容をお教

えください。  

本委託受託者に情報提供いたしま

す。 

９４ 説明書別紙 3 建物概要  

職員室に在籍する教職員数の想定はご

ざいますでしょうか。 

本委託受託者に情報提供いたしま

す。 

９５ 説明書別紙 3 建物概要  

給食調理場は、学校用のみと考えてよ

ろしいでしょうか。  

お見込みのとおりです。 



No 質 問 事 項 回     答 

９６ 

説明書別紙 3 建物概要  

給食調理室への搬入車・ごみ搬出車は

最大どのくらいの車両が現状利用され

ていますでしょうか。改築後も同様と

考えてよろしいでしょうか。  

給 食 搬 入 車 両 は W1890 ×

D6040×H2950mm 程度、ごみ

搬出車両は W2110×D6540×

H2360 程度（３ｔ塵芥車）を想

定しています。改築後についても

現状では同等と考えております。 

なお、給食調理室については厨房

機器入替等を考慮する必要がある

ため、本委託受注後に別途仕様書

等を提供いたします。 

９７ 説明書別紙 3 建物概要  

給食搬入以外の車両（緊急車両等）の

進入の想定はありますでしょうか。 

ございます。 

９８ 説明書別紙 3 建物概要  

敷地南東に温室がございますが、現在

の利用状況や規模等をお教えくださ

い。（改築後の想定についてもお教え

ください。）  

改築後については今後の検討事項

です。 

９９ 説明書別紙 3 建物概要  

敷地南側に飼育小屋がございますが、

現在の利用状況や規模をお教えくださ

い。（改築後の想定についてもお教え

ください。）  

改築後については今後の検討事項

です。 

１００ 説明書別紙 3 建物概要  

屋外運動場の仕様に関して区として人

工芝や天然芝、ゴムチップ等の採用状

況と、明確な方針はございますでしょ

うか。※特に小学校に対して。  

説明書 p9 参考資料に記載の学校

改築ガイドラインをご参照くださ

い。 

１０１ 説明書別紙 3 建物概要  

一足制、二足制に関して、今回改築後

の方針はございますでしょうか。 

現時点で一足制とする方針はござ

いません。 

１０２ 説明書別紙 3 建物概要  

学童について以下お教えください。   

現在の利用者数は何名でしょうか。ま

た、直近の利用者数の増加率等分かれ

ばお教えください。   

本委託受託者に情報提供いたしま

す。 
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１０３ 説明書別紙 3 建物概要  

学童について以下お教えください。 

職員数は何名が現在勤務されています

でしょうか。   

本委託受託者に情報提供いたしま

す。 

１０４ 説明書別紙 3 建物概要  

学童について以下お教えください。 

今回改築、改修で想定されている規模

（諸室一覧）等をご教授ください。 

No.14 をご参照ください。 

１０５ 

説明書別紙 4 仕様書案 

工事期間中の教育環境としてプール運

営が示されていますが、玉川小では工

事中の水泳授業を敷地外利用で想定す

ると考えよろしいでしょうか。 

現在はプールの共同利用モデル校

として、近隣校のプールを利用し

ています。新校舎における整備に

ついては説明書 p9 参考資料に記

載の「世田谷区立小学校プール施

設のあり方の検討について」リン

ク内の「区立学校のプール施設整

備と水泳授業等のあり方につい

て」にそって、本委託において検

討します。 

１０６ 

５ 計画建物の規模 

区の学校改築ガイドラインより算出さ

れている約９，００５㎡の算出資料を

い た だ く こ と は 可 能 で し ょ う か 。  

想定諸室や規模等を把握したい意図と

なります。 

説明書 p9 参考資料に記載の学校

改築ガイドライン p17 より算出し

ています。普通教室数を２４、ワ

ークスペース数を３、すまいるル

ームを拠点校想定として算出して

います。 

（すまいるルームについては拠点

校となることが決定したものでは

ありません。） 

１０７ ５ 計画建物の規模 

屋内運動場は、長寿命化で検討が前提

ですが、建て替えが必要となった場合

に、必要な規模等ございますでしょう

か。既存同等と考えてよろしいでしょ

うか。（特に有効高さについて要望は

ありますでしょうか。）  

説明書 p9 参考資料に記載の学校

改築ガイドラインをご参照くださ

い。 
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１０８ 説明書別紙 5 仕様書案  

別紙 5 で既存プール改修が示されてい

ますが、現在プールが利用されていな

い理由を教えてください。  

No.105 をご参照ください。 

１０９ 説明書別紙 5 仕様書案  

現在はプールの授業はどのように行わ

れておりますでしょうか。また、今回

の計画ではプールは建て替えを予定さ

れておりますでしょうか。  

No.105 をご参照ください。 

１１０ プロポーザル説明書  

小学校プール施設のあり方検討が参考

資料にありますが、玉川小の整備方針

検討では、敷地内プールの更新継続を

前提とするのか、共同利用や代替を含

めて比較検討することを期待している

のか、前提の考え方を確認したいで

す。  ※参考資料 2_区立学校のプー

ル施設整備と水泳授業等のあり方につ

いてより、今後は集約する事を前提で

考えられており、新設は予定されてい

ないという理解で宜しいでしょうか。 

説明書 p9 参考資料に記載の「世

田谷区立小学校プール施設のあり

方の検討について」リンク内の

「区立学校のプール施設整備と水

泳授業等のあり方について」にそ

って、整備方針を策定いたしま

す。 

１１１ プロポーザル説明書  

配布資料一覧について、※上記以外の

資料については、提供不可。と記述が

ありますが  より良い提案を行うた

めに、以下の図面や資料、CAD デー

タを提供いただけないでしょうか。 

No.112～No.１１８を参照。 

１１２ プロポーザル説明書  

既存施設の図面（平面・立面・断面図

な ど ）、 竣 工 図 や 改 修 図 等 の 図 面

※CAD をいただける場合は CAD デー

タも   

No.57 をご参照ください。 

１１３ プロポーザル説明書  

敷地配置図、測量図等※その CAD デ

ータについても   ※ない場合は敷

地周囲との高低差をお示しいただくこ

とは可能でしょうか。 

No.28 をご参照ください。 



No 質 問 事 項 回     答 

１１４ 
プロポーザル説明書  

地盤資料やボーリングデータの提供は

可能ですか。 

特別教室棟及び屋内運動場棟の建

築時のデータを提供いたします。

提供方法は No.15 をご参照くださ

い。 

１１５ プロポーザル説明書  

既存樹木の位置や樹種、大きさ等が分

かる資料（残置が求められる樹木はご

ざいますでしょうか。）   

No.48 をご参照ください。また、

現時点で保存や移植等が決定して

いる樹木はありません。 

１１６ プロポーザル説明書  

周辺インフラの資料は提供いただくこ

とは可能でしょうか。 

本委託開始時に必要な資料名をお

伝えください。 

１１７ プロポーザル説明書  

記念碑など継承が求められるものがあ

ればお教えください。  

現時点で保存等が決定しているも

のはありません。 

１１８ プロポーザル説明書  

過去数年の光熱水使用量と料金の提供

は可能ですか。 

本委託受託者に提供可能です。 

１１９ プロポーザル説明書  

現状の地域開放は屋外運動場と理解し

ておりますが、屋内運動場や特別教室

などに関して、将来的に地域開放を想

定されていますでしょうか。している

場合は、どの諸室等を想定されていま

すでしょうか。  

No.45 をご参照ください。 

１２０ 事業スケジュール等について  

プロポーザル説明書や公告資料から、

以下について今後の事業スケジュール

が読み取れますが、その他の事業スケ

ジュールの想定があればお教えくださ

い。   

No.121～No.124 を参照。 

１２１ 事業スケジュール等について  

整備方針策定支援業務委託（本プロ

ポ）：契約締結の日から令和９年３月

１２日（金）まで（予定）   ※一

部の検討書等についての検討項目の成

果品は令和８年１０月１６日まで   

お見込みのとおりです。 



No 質 問 事 項 回     答 

１２２ 

事業スケジュール等について  

本業務の後に、基本設計⇒実施設計⇒

建設の予定か。または基本構想等の業

務を想定されていますでしょうか。   

本業務ののち、基本構想、基本設

計、実施設計、建設（工事監理）

の順で随意契約を行う予定があり

ます。なお、説明書に記載のとお

り、契約の履行状況を鑑みるもの

としています。 

１２３ 事業スケジュール等について  

ワークショップ等はどのタイミング

で、何度ほど予定されていますでしょ

うか。 

No.47 をご参照ください。 

１２４ 事業スケジュール等について  

建て替え、解体含め、工事完了を予定

している時期はございますでしょう

か。 

今後の検討事項です。 

１２５ 現地条件について 

近隣住民との協定や工事条件に影響す

る取り決めが既に存在する場合、概要

を教えてください。ない場合も現時点

の把握状況を教えてください。  

現時点ではいずれもございませ

ん。 

１２６ 現地条件について 

すでに開発許可や埋蔵文化財、既存残

置物等に関して関係部局との協議等が

なされている場合はご教授ください。  

その際に、雨水貯留槽や緑化面積、防

火水槽等に特別な指定はございますで

しょうか。ない場合は、条例に基づく

面積や容量を確保すると考えてよろし

いでしょうか。  

 

各種協議については現時点ではい

ずれもありません。 

埋蔵文化財については包蔵地では

ありませんが新校舎の計画規模に

よっては調査対象となる場合があ

ります。 

雨水貯留槽の整備や緑化、防火水

槽等に関しては関係法令等に従っ

た整備となります。 
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